
ピースボート　フライト＆クルーズ旅行条件

　本旅行条件書は、旅行業法第12条の４に定める取引条件説明書面および同法第12条の５に
定める契約書面の一部となります。

1.募集型企画旅行契約
(1)この旅行はピースボート事務局がコーディネートし、株式会社ジャパングレイス（東京都新
宿区高田馬場1-32-13。観光庁長官登録旅行業第617号。以下「当社」といいます）が企画・実
施する旅行です。この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契
約」といいます）を締結することになります。
(2) 旅行契約の内容・条件は募集広告・パンフレット(以下「募集広告等」といいます)、本旅行
条件書、ご出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます)および当社旅行業
約款の募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。
(3)当社は募集広告等に記載された旅行日程表にしたがって、ご出発場所から解散場所に到着さ
れるまでの運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス（以下「旅行サービス」といいま
す）の提供ができるよう手配し、旅程管理することを引き受けます。ただし、旅行日程表の一
部に参加される場合は別途日程表でご案内し、当社はその日程表にしたがって手配し、旅程管
理いたします。なお、いずれの場合も日程表に記載されないものは旅行契約の範囲外となりま
す。
(4)当社は、旅行を安全かつ円滑に実施するために、お客様に対して当社より指示することを
ピースボート事務局に代理しておこなうよう依頼する場合があります。

2. 旅行のお申し込み
(1)当社または当社の受託営業所（以下「当社ら」といいます）にて当社所定の旅行申込書に所
定の事項を記入のうえ、申込金として旅行代金の１０%に当たる金額をそえてお申し込みいた
だきます。所定の申込書の提出と申込金のお支払いを当社が確認した時点で正式なお申し込み
となります。申込金は旅行代金をお支払いいただくときにその一部として繰り入れます。
(2)当社らは、電話、郵便、ファクシミリおよび電子メールその他の通信手段による旅行契約の
予約を受け付けることがあります。この場合契約は予約の時点では成立しておらず、当社らが
予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して10日以内に、申込書の提出と申込金の支払い
をしていただきます。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社ら
は申込はなかったものとして取り扱います。またご出発まで一定以上の日数がない場合、お電
話でのお申し込みをお断りさせていただくことがあります。
(3)申込金は「お支払い対象旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として
取り扱います。また第4項に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申し込みを撤回されたとき
は、お預かりしている申込金を全額払い戻します。
(4)お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、
当社らはお客様の承諾を得て、キャンセル待ちのお客様として登録し、予約可能となるよう手
配努力することがあります。ただし「当社らが予約が可能となった旨を通知する前にお客様よ
りキャンセル待ち登録の解除のお申し出があった場合」または「結果として予約ができなかっ
た場合」は、当社らは当該申込金を全額払い戻します。
(5)当社らは同一コースにおいて参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めたとき
は、その方が旅行契約のお申し込み・締結・解除等に関する一切の代理権を有しているものと
みなし、その団体に関する取引は当該代表者との間で行うことがあります。

3. 申込条件
(1)お申し込み時に20歳未満の方は、保護者の同意が必要です。
(2)旅行開始時点で13歳未満の方は、保護者の同行が必要となります。



(3)お客様にたのしい旅行を過ごしていただくため、当社所定の健康質問書にご記入いただき、
提出をお願いいたします。尚、旅行開始時点で75歳以上の方には、併せて医師の発行する健康
診断書の提出を必ずお願いいたします。旅行の安全かつ円滑な実施のために、コースによりご
参加をお断りする場合や、同伴者の同行などを条件とすることがあります。
(4)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をお
持ちの方、そして特別の配慮を必要とする方は、その旨旅行のお申し込み時にお申し出くださ
い。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じますが、医師の診断書を提出していただく場合
もあります。また、現地事情や関係機関の状況等により、旅行の安全かつ円滑な実施のために
介助者あるいは同伴者の同行などを条件とするか、ご参加をお断りする場合があります。
(5)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により医師の診断または加療を必要とする状態
になったと当社が判断する場合は旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただき
ます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(6)お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の
予定日時などの連絡が必要です。また、未成年者は保護者の同意書が必要です。
(7)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または本旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当
社らが判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。又旅行中においては当社より旅
行契約の解除を申し渡す場合があります。
(8)日本以外の国籍をお持ちのお客様は別途の手続き・手配等が必要となる場合がありますので、
必ずお申し込み時にお申し出ください。
(9)その他当社らの業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。

4. 契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1)当社は旅行契約成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件
および当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、
本旅行条件書、申込書、請求書等により構成されます。
(2)本項(1)の契約書面を補充する書面として、当社はお客様に集合時刻・場所、利用運送機関、
宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を、遅くとも旅行開始日の前日までに
お渡しします。ただし、お申込が旅行開始日の前日から起算してさかのぼって７日前以降の場
合、旅行開始日当日までにお渡しすることがあります。お渡し方法には郵送を含みます。また
お渡し期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明します。

5. 旅行代金に含まれるもの
①旅行日程に明示した船舶、列車、航空機、バス等の運賃・料金。特に記載がない場合、列車
は普通、航空機はエコノミークラスとなります。
②旅行日程に明示した船内宿泊。船内イベント（一部有料あり）。
③ 旅行日程に明示した宿泊ホテルの代金。特に記載がない場合、ホテルは２人部屋にお二人様
の宿泊となります。
④ 旅行日程に明示した食事（機内食は除く）。
⑤ 旅行日程に明示した観光の代金（バス等料金、ガイド料金、入場料等）。
⑥ 旅行日程に明示した船舶および航空機関（航空機関の場合は利用航空会社規定による）によ
る手荷物運搬料金。
⑦添乗員同行コースの添乗員の同行費。
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても、原則として払い戻しはいたしませ
ん。

6. 旅行代金に含まれないもの
前第5項①から⑦のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
①傷害疾病に関わる医療費および諸費用、海外旅行保険料ならびに旅行変更費用。



② お客様が船室クラス、ホテル客室の変更を希望された場合の代金,およびホテル等の2人部屋
をお一人様で利用希望の場合の代金。
③ オプショナルツアーの代金。
④ 超過手荷物料金。
⑤ クリーニング代、通信費、飲み物代などの個人的費用。
⑥ ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費・手荷物運搬費。
⑦ 渡航手続費用（査証料・渡航手続代行手数料・予防接種料金）。
⑧ 空港使用諸税・出入国税およびポートチャージ。
⑨ 船内および宿泊施設などでのチップ。
⑩ フューエル（燃油）サーチャージ。

7.追加代金
追加代金とは下記の代金をいいます。
（１）船室クラスの変更、航空機のクラスの変更を希望された場合の代金。
（２）ホテル客室クラスの変更を希望された場合の代金。
（３）ホテル等の2人部屋をお一人様で利用希望の場合の代金。
（４）旅行日程を延長した場合の代金。

8. フューエル（燃油）サーチャージ
燃油原価水準の異常な高騰に伴い、当該燃油費の一部を燃油価格が一定の水準に戻るまでとい
う一定の期間を定めて「フューエル（燃油）サーチャージ（付加運賃・料金）」が航空会社・
船会社より課せられる場合があります。この「フューエル（燃油）サーチャージ（付加運賃・
料金）」につきましては、通常の航空・船舶運賃とは異なる性格をもつ付加的な運賃であって
当社の旅行代金には含まれておりません。また、船舶に関しては通常の船舶運賃と共に船会社
に対して一括して支払いますので、旅行代金とは別途にご案内申し上げております「ポート
チャージ（港湾施設使用料等）」と同様、ご案内する場合はその料金をお支払い頂きます。な
お、所要料金等詳細は、航空会社・船会社よりの通知が入り次第、各営業所を通じてご案内申
し上げますので予めご承知おき下さい。

9. 渡航手続き
ご旅行に要する旅券・査証・再入国許可および各種証明書の取得および出入国手続き書類の作
成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。ただし、当社は所定の料金を申し受け、別
途契約として渡航手続きの一部または全部を代行します。この場合、当社はお客様ご自身に起
因する事由により旅券・査証等が取得できなくともその責任は負いません。なお、当社以外の
旅行業者に渡航手続きを依頼された場合は、渡航手続きに関わる契約の当事者は当該旅行業者
となります。なお、旅券（パスポート）は、原則として日本帰国時６ヶ月以上の残存期間があ
るものとします。

10. 旅行契約内容の変更
当社は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの
提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供（遅延、不通、抜
港を含みます）その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な
実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得
ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を
変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは変更後にご説明
いたします。



11.旅行代金の額の変更
当社は次の場合のみ旅行契約締結後に於いても旅行代金の変更を行う事があります。
（１）利用する航空会社、、列車、船舶などの交通機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化
等により通常想定される程度を大幅に越えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を
変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさ
かのぼって１５日目にあたる日より前にお知らせいたします。
（２）当社は本項（１）の定める摘要運賃・料金の大幅な減額がなされたときは、本項（１）
の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
（３）前第１０項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が（当該契約内容の変更
のためにその提供をうけなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、ま
たは、これから支払わなければならない費用を含みます。）の減少または増加したときは、
サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関の座席・部屋その他の諸設備の
不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
（４）当社は運送・宿泊機関の利用人員により旅行代金が異なる旨を記載してある場合、旅行
契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは契約書面
に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

12. お客様の交替
旅行のお申込み後、当社が承諾し、所定用紙に必要事項を記入の上、52,500円（消費税含む）
の手数料をお支払いいただくことによって、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。
以後、旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利および義務を継
承することになります。なお、当社は交替をお断りする場合があります。

13.お客様の解除権
（１）お客様は下記に記載されている取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契
約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受けしま
す。お申出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、当社の営業日、営業時
間、連絡先等はお客様自身でも申込時点で必ずご確認願います。

①旅行開始日の前日から起算してさかのぼって６０日前以降３１日前まで・・・・・・・・・・・・・・旅
行代金の10％
②旅行開始日の前日から起算してさかのぼって３０日前以降１０日前まで・・・・・・・・・・・・・・旅
行代金の20％
③旅行開始日の前日から起算してさかのぼって９日前以降旅行開始日まで・・・・・・・・・・・・旅行代
金の50％
④旅行開始後の解除または無連絡不参
加・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の100％
本旅行の使用客船は貸切船舶によるものであり、いかなる理由であれ、旅行開始後の客船部分の旅行代金の
払い戻しはありません。

a.上記はフライト＆クルーズに適用される取消料に準じます。
ｂ.各種ローンの取り扱い手続き上およびその他渡航手続き上の事由により旅行契約解除の場合
も上記に記載されている取消料の対象になります。
（２）お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が（旅程保証の対象となるような）重要
なものである場合に限ります。
b. １１項の（１）の規定において旅行代金が増額改定されたとき。



c. 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その
他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能と
なるおそれが極めて大きいとき。
d.当社らがお客様に対し、第４項に定める期日までに、最終旅行日程表をお渡ししなかったと
き。
e. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能と
なったとき。
（３）当社は本項の（１）により旅行契約が解除されたときは、すでに収受している旅行代金
（あるいは申込金）から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でま
かなえないときは、その差額を申し受けます。また本項の（２）により、旅行契約が解除され
たときは、すでに収受している旅行代金（あるいは申込金）全額を払い戻しいたします。
（４）日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危
険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行実施をとりやめます。ただし、十分な安全
措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合（当社が旅行を実施する
場合）、お客様が旅行をお取り消しになられるときは、所定の取消料が必要となります。
（５）お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関などの行程中の一部の変更につい
ては、ご旅行全体のお取消とみなし、所定の取消料を収受します。
（６） 当社の責任とならない各種ローンの取扱い上およびその他渡航手続上の事由に基づきお
取消しになる場合も、所定の取消料を収受します。

14．当社の解除権　旅行開始前の解除
（１） 次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たして
いないことが明らかになったとき。
b. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認めら
れたとき。
c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると
認められたとき。
d. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e. お客様の人数が当該パンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行
開始日の前日から起算してさかのぼって23 日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいた
します。
f. 当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大
きいとき（一例として、スキーを目的とする旅行における降雪量の不足など）。
g. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービスの提供の中止、官公署の命令そ
の他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、当該パンフレットに記載した旅行日程
に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大き
いとき。
h. 上記g の一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してく
ださい」以上の危険情報が出されたとき（ただし十分に安全措置を講じることが可能な場合に
は旅行を実施いたします。その場合のお取消料については、前13項の（４）に拠ります。）。

（２）お客様が当社の指定する期日までに旅行代金をお支払いいただけないときは、当社はお
客様が旅行契約の解除をしたものといたします。このときは、お客様は13項の（１）に規定す
る取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。

15．当社の解除権　旅行開始後の当社の解除
(1) 旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明し
て旅行契約の一部を解除することがあります。



a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認め
られるとき。
b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員などその他の者による当社の指示への
違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規
律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その
他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
d. 上記c の一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してく
ださい」以上の危険情報が発出され旅行の継続が不可能になったとき。
(2)本項(1)に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係
は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様がすでに提供を受けた旅行サービスに関
する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。契約を解除したためにその
提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約科その他の名目ですで
に支払い、または支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。
この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係
る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い、またはこれから支払うべき取消
料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。

16. 当社の責任および免責事項
（１）当社は旅行契約の履行にあたって、当社の故意または過失によりお客様に損害を与えた
ときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して２年以内に
当社に対して通知があったときに限ります
（２）お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は賠償の責任は負いません。
a. 天災地変、戦乱、暴動などで生じる旅行日程の変更もしくは中止。
b. 運送、宿泊機関等の事故、火災、などによる運送機関の遅延、不通、これらによって生じる
旅行日程の変更（目的地滞在の短縮、宿泊機関等の変更含む）もしくは旅行の中止。
c. 官公署の命令。
d. 伝染病による隔離。
e. 自由行動中の事故。
f. 食中毒。
g. 盗難。
h. お客様の故意または過失によって生じた損害。
（３）当社は手荷物について生じた本項（１）の損害については、同項の規定にかかわらず、
損害発生の翌日から起算して２１日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様１人
につき１５万円を限度（ただし、一個または一対についての限度は１０万円。故意又は重過失
がある場合を除く）として賠償します。

17. 特別補償
当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款の特別補償規定で定めるところにより、お客様
が募集型企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によりその生命、身体に関し被られた
一定の損害について死亡補償金（２，５００万円）、後遺障害補償金（２，５００万円を上
限）、入院見舞金（４万円～４０万円）、および通院見舞金（２万円～１０万円）を、または
手荷物に対する損害については損害補償金（手荷物１個又は１対あたり１０万円を上限、１募
集型企画旅行お客様１名あたり１５万円を上限とします。）を支払います。ただしお客様の故
意、酒酔い運転、疾病などのほか、危険な運動中(スカイダイビング、ハングライダー搭乗など)
の事故によるものであるときは、上記の補償金、見舞金はお支払いいたしません。



18. お客様の責任
（１）お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定
を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様への損害の賠償を請求いたし
ます。
（２）お客様は、旅行契約を締結するに際して、当社から提供された情報を活用し、お客様の
権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
（３）お客様は、旅行開始後に於いて、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領する
ため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたとき、旅行地において
速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込み店に
申し出なければなりません。

19. 旅程保証
当社は下記表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に下表に記載する率に
乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、次の場合は変更補償金は支払いません。旅行日
程に支障をもたらす悪天候、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行
サービスの提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命ま
たは身体の安全確保のために必要な措置。なお、変更補償金は旅行者1名に対し、1募集型企
画旅行につき旅行代金の15%を限度とします。また、変更補償金が1,000円未満であるときは、
変更補償金は支払いません。

注一　「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合
をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合を
いいます。 
注二　確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上
で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との
間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたとき
は、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 
注三　第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合
は、一泊につき一件として取り扱います。 
注四　第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの
変更を伴う場合には適用しません。 

変更補償金の支払いが必要となる変更

1.5 3.0

1.0 2.0

1.0 2.0

1.0 2.0

1.0 2.0

1.0 2.0

1.0 2.0

1.0 2.0

2.5 5.0

一件あたりの率(％)

旅行
開始前

旅行
開始後

1　契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 
2　契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設（レストランを含みま
す。）その他の旅行の目的地の変更 
3　契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの
変更（変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及
び設備のそれを下回った場合に限ります。） 

4　契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 
5　契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空
港の異なる便への変更 
6　契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は
経由便への変更 
7　契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 
8　契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の
条件の変更 
9　前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があっ
た事項の変更



注五　第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた
場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 
注六　第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号により
ます。

20. 海外安全情報
外務省より発出される海外安全情報は「十分注意してください」「渡航の是非を検討してくだ
さい」「渡航の延期をお勧めします」「退避を勧告します。渡航は延期してください」の４段
階があります。当社は「渡航の是非を検討してください」以上が発出された場合は、原則旅行
の実施を取りやめますが、現地の旅行業者、政府観光局、船舶代理店等から寄せられる最新の
情報により、充分な安全措置を講じることが可能な場合旅行を実施いたします。この場合お客
様の都合により旅行をお取り消しされる時は所定の取消料を頂戴いたします。船舶での旅行出
発後、万が一「危険」と当社が判断した場合は、寄港地の変更、又は抜港の処置をいたします
のでご了承願います。
尚、現地の治安および病気など海外の安全に関する情報は、お客様ご自身でも下記より安全情
報のご確認をお願いいたします。
外務省海外安全ホームページ ： http://www.anzen.mofa.go.jp
厚生労働省検疫所 ： http://www.forth.go.jp

21. その他
（１）お客様が個人的な案内や買物などの手配を添乗員や当社スタッフに依頼された場合の諸
費用のほか、怪我や疾病、荷物紛失、忘れ物回収などに要した費用はお客様にご負担いただき
ます。
（２）お客様の便宜をはかるために土産物屋にご案内することがありますが、お買い物に際し
ましては、お客様の責任で購入していただきます。
（３）旅行によっては海外旅行保険の加入が条件となる場合があります。
（４）当社はいかなる場合も旅行の再実施は致しません。
（５）この旅行条件に定めない事項は当社旅行業約款（募集型企画旅行の部）によります。
（６）総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者
です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明の点があれば、ご遠慮なく取扱管理者
におたずねください。
（７）旅行条件および当社約款については窓口にておたずねください。
（８）この旅行条件は、2011年 11月 1日を基準日としております。


